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～浄化槽を使用する皆さんへ～  
 

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化しています。この微生物が働きやすいようにするには、浄化

槽の適切な維持管理が必要です。 このため浄化槽法では、浄化槽の管理者（設置者）に①保守点検や②清

掃を行うことと、③法定検査を受けることを義務づけています。 

維持管理が不適切な浄化槽からは、悪臭や害虫が発生したり、汚物などが流れ出て、周囲にもたいへんな迷

惑をかけることがありますので、保守点検・清掃・法定検査を欠かさないようにしましょう。 

なお、し尿だけを処理する“単独処理浄化槽”を使用している建物では、台所や洗濯などの雑排水がそのま

ま川や海に流れてしまいます。川や海を守るため、し尿と雑排水をあわせて浄化できる“合併処理浄化槽”へ

の転換に努めてください。（下水道が整備された区域では、すみやかに下水道に接続してください。） 

 

 

 １ 保守点検について   
 
（１）浄化槽管理者（設置者）は、浄化槽を常に良好な状態に保っておくために、定期的に保守点検を行う義

務があります。（浄化槽法第１０条） 

（２）専門的な技術を持っていない場合は、千葉市に登録した保守点検業者に委託してください。浄化槽保守

点検業者については一般社団法人千葉県環境保全センター（電話０４３－２４５－４２２２）へお問い合わせくだ

さい。 

（３）保守点検業者に保守点検を行わせたときは、保守点検記録を受け取り、３年間保存してください。 

（４）保守点検業者には、保守点検記録を浄化槽管理者（設置者）に交付する際、その内容を説明することが

義務づけられています。 

（５）保守点検の回数は、法令（環境省関係浄化槽法施行規則第６条）により下表のように定められています。

これはあくまでも最低限の回数なので、浄化槽の用途や構造、状態に応じて増やすことが必要です。 

 

● 合併処理浄化槽における保守点検の回数  

処理方式  浄化槽の種類または大きさ  点検周期  

分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式

または脱窒ろ床接触ばっ気方式 

１ 処理対象人員が、２０人以下の浄化槽 ４月毎 

２ 処理対象人員が、２１人以上５０人以下の浄化槽 ３月毎 

活性汚泥方式 １週毎 

回転板接触方式、接触ばっ気方式 

または散水ろ床方式 

１ 砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集槽を有する浄化

槽 
１週毎 

２ スクリーン及び流量調整タンクまたは流量調整槽を有す

る浄化槽（１に掲げるものを除く） 
２週毎 

３ １及び２に掲げる浄化槽以外の浄化槽 ３月毎 

 

● 単独処理浄化槽（みなし浄化槽）における保守点検の回数  

処理方式  浄化槽の種類または大きさ  点検周期  

全ばっ気方式 

１ 処理対象人員が、２０人以下の浄化槽 ３月毎 

２ 処理対象人員が、２１人以上３００人以下の浄化槽 ２月毎 

３ 処理対象人員が、３０１人以上の浄化槽 １月毎 

分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式 

または単純ばっ気方式 

１ 処理対象人員が、２０人以下の浄化槽 ４月毎 

２ 処理対象人員が、２１人以上３００人以下の浄化槽 ３月毎 

３ 処理対象人員が、３０１人以上の浄化槽 ２月毎 

散水ろ床方式、平面酸化床方式または地下砂ろ過方式 ６月毎  
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 ２ 清掃について  

（１）浄化槽の内部には汚泥などが徐々に溜まり、そのまま放置すると放流水とともに流れ出てしまうだけで

なく、浄化槽の機能不良の原因となります。このため、保守点検業者の指示に従い、千葉市の許可を受け

た下記の清掃業者に依頼して、適切に清掃をしてください。 

（２）清掃回数は年１回以上です（浄化槽法第１０条第１項。ただし全ばっ気式の浄化槽は６か月に１回以上）。 

（３）清掃記録は３年間保存してください。 
 

許可  

番号  
清   掃   業   者   名  所   在   地  電  話  番  号  

１０２ 丸徳環境（株） 稲毛区宮野木町４４１－１２ ２５０－２８４７ 

１０３ 光クリーンサービス（株） 花見川区三角町６１０－１ ２５９－２７４１ 

１０６ （有）長沼興業社 稲毛区宮野木町２１４８－４ ２５０－７７２９ 

１０８ 大金興業（株） 緑区誉田町３－７８ ２９１－０１６１ 

１１１ （有）中央商事 中央区生実町８８７－１ ２６１－４１２１ 

１１２ 共立興業（株） 若葉区若松町５４５－１３ ４２３－９１９１ 

１１３ （株）センエー 稲毛区黒砂２－１２－１１ ２４１－３１５６ 

１１５ （有）筑波商事 稲毛区園生町１０３２－１６ ２１４－２１００ 

 

 ３ 法定検査について  

（１）７条検査（設置後の水質検査）  

浄化槽管理者には、使用開始後３か月を経過した日から５か月の間に、県が指定した検査機関の水質検

査を受けることが義務づけられています（浄化槽法第７条）。この検査は、水質等を検査することにより、

主に浄化槽の設置工事等が正しく行われたか否かを判断するものです。 

（２）１１条検査（定期検査）  

浄化槽管理者(設置者)は、７条検査のほか、年１回、県が指定した検査機関の定期検査を受けることが

義務づけられています（浄化槽法第１１条）。この検査は、主に保守点検や清掃が適正に行われているか

否かを判断するものです（１０人槽以下の合併処理浄化槽は、原則としてＢＯＤ検査により機能判定を行い

ます。）。 

法定検査については公益社団法人千葉県浄化槽検査センター(電話０４３－２４６－６２８３）へお問い合わせく

ださい。 
 
    法定検査の種類と

料金  

人槽区分 

（浄化槽の大きさ） 

第７条検査  
（設置後の水質検査） 

第１１条検査  
（定期検査） 

合併処理浄化槽  単独処理浄化槽  合併処理浄化槽  

   １０人槽以下  １０，０００円  ５，０００円   ５，０００円  

   １１人槽～ ２０人槽  １４，０００円  ８，０００円  １０，０００円  

   ２１人槽～ ５０人槽  １５，０００円  ９，０００円  １１，０００円  

   ５１人槽～１００人槽  １８，０００円  １２，０００円  １４，０００円  

  １０１人槽～３００人槽  ２０，０００円  １４，０００円  １６，０００円  

  ３０１人槽～５００人槽  ２２，０００円  １６，０００円  １８，０００円  

  ５０１人槽以上  ２６，０００円  ２０，０００円  ２２，０００円  
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 ４ 使用上の注意  

◆ブロワー（モーター）の電源を切らない 
浄化槽には常に空気を送り込む必要があるので、ブロワー（モーター）の電源を切ってはいけません。

旅行などで留守にする場合も同じです。 

◆浄化槽の上部または周辺に物を置かない 
浄化槽の保守点検や清掃に支障をきたすおそれのある物を置いてはいけません。 

◆劇薬（塩素等）を含む洗剤の使用は避ける 
便器や風呂、台所等の掃除に劇薬成分を含む洗剤等を使うと、浄化槽内で汚れを分解処理する微生物

が死滅してしまうことがあります。汚れは、なるべく早めにぬるま湯や薄い石鹸液で落としましょう。 

◆トイレットペーパーの使用を 
必ずトイレットペーパーを使用しましょう。 

また、新聞紙、タバコの吸殻、紙おむつ、衛生綿などの異物は絶対に流してはいけません。 

◆台所からの排水について 
油分は浄化槽の機能をそこないます。油脂類はできるだけ流さないようにしましょう。 

（フライパンや食器に残った油は、紙等でふき取ってから洗ってください。） 

◆故障や異常時はすぐ保守点検業者へ連絡 
臭気が出たり、ブロワー（モーター）が止まってしまうなど、故障や異常が生じた場合は、直ちに保

守点検業者に連絡してください。 
 

 ５ 報告書等の提出について  

浄化槽の使用にあたって、浄化槽法等により以下の報告や届出が義務づけられています。 

（１）浄化槽の使用開始報告書  

報 告 が 必 要 な 場 合 提 出 先 根 拠 法 令 等 

浄化槽の使用を開始したとき 収集業務課 浄化槽法第１０条の２第１項 

提出時期：浄化槽使用開始の日から３０日以内 

 
（２）浄化槽管理者の変更報告書  

報 告 が 必 要 な 場 合 提 出 先 根 拠 法 令 等 

浄化槽管理者に変更があったとき 収集業務課 浄化槽法第１０条の２第３項 

提出時期：浄化槽管理者の変更があった日から３０日以内 

※浄化槽管理者は、浄化槽の所有者・占有者等で、その浄化槽の管理について権原を有する人のことです。 

多くの場合、土地・建物の所有者が該当します。 
 

（３）浄化槽維持管理報告書  

報 告 が 必 要 な 場 合 提 出 先 根 拠 法 令 等 

浄化槽の規模が５１人槽以上の合併処理浄化槽及び 

５０１人槽以上の単独処理浄化槽の浄化槽管理者 
収集業務課 千葉市浄化槽法施行細則第６条 

提出時期：四半期ごとに、各四半期の翌月の１０日までに提出して下さい。 

 
（４）浄化槽技術管理者変更報告書  

報 告 が 必 要 な 場 合 提 出 先 根 拠 法 令 等 

浄化槽技術管理者に変更があったとき 収集業務課 浄化槽法第１０条の２第２項 

提出時期：浄化槽技術管理者を変更した日から３０日以内 （注：５０１人槽以上の浄化槽管理者に限る） 

 
（５）浄化槽の廃止（休止）届出  

届 出 が 必 要 な 場 合 提 出 先 根 拠 法 令 等 

浄化槽の使用を廃止したとき、または休止したとき 収集業務課 
廃止：浄化槽法第１１条の２第２項 

休止：千葉市浄化槽法施行細則第７条 

提出時期：浄化槽の使用を廃止（休止）した日から３０日以内 
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６ 浄化槽法に違反した場合の「罰則」について   

浄化槽法に違反した場合、浄化槽管理者には以下の罰が科されます。 

（１）保守点検や清掃が所定の基準に従っていないとして、改善措置や使用停止を命じられたにもかかわらず、 

その命令に違反した場合（第12条第2項） 

⇒ 罰則・・・・・６か月以下の懲役または１００万円以下の罰金（第62条） 

 

（２）届出をせず、または嘘の届出により浄化槽を設置した場合（第５条第１項） 

⇒ 罰則・・・・・３か月以下の懲役または５０万円以下の罰金（第63条） 

 

（３）届け出た浄化槽の設置または構造・規模の変更計画が不適切であるとして、計画の変更または廃止を命じ

られたにもかかわらず、これに違反した場合（第5条第3項） 

⇒ 罰則・・・・・３か月以下の懲役または５０万円以下の罰金（第63条） 

 

（４）行政庁から浄化槽の保守点検や清掃に関して報告を求められたにもかかわらず、報告を怠ったり嘘の報告

をした場合（第53条第1項） 

⇒ 罰則・・・・・３０万円以下の罰金（第64条第10号） 

 

（５）行政の立入検査を拒んだり、妨げたり、避けた場合。または質問に答えなかったり、嘘の答えをした場合

（第53条第2項） 

⇒ 罰則・・・・・３０万円以下の罰金（第64条第11号） 

 

（６）法定検査（7条検査・11条検査）を受けず、行政庁が出した水質検査を受けるべき旨の勧告に応じず、

命令に違反した場合（第7条の2第3項、第12条の2第3項） 

⇒ 罰則・・・・・３０万円以下の過料（第66条の2） 

 

（７）浄化槽の使用を廃止した届出を怠った場合（第11条の2） 

⇒ 罰則・・・・・５万円以下の過料（第68条） 
 

  浄化槽についてのお問い合わせ先   

 
名称等  電話番号  

（市外局番０４３） 所在地  

法定検査に関する 

こと 

一般財団法人  千葉県環境財団  
２４６－２０７９ 

〒260-0024 千葉市中央区中央港１－１１－１ 

保守点検と清掃に 

関すること 

一般社団法人千葉県環境保全センター  
２４５－４２２２ 

〒260-0024 千葉市中央区中央港１－１１－１ 

設置工事に関する 

こと 

一般社団法人千葉県浄化槽協会  
２４６－２３５５ 

〒260-0024 千葉市中央区中央港１－１１－１ 

市役所の窓口  
千葉市環境局資源循環部 収集業務課（浄化槽班） 

２４５－５２５２ 
〒260-8722 千葉市中央区千葉港１－１ 

 

（令和２年９月） 


